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○保存期間満了時の措置が「移管」とされたもの。または、保存期間満了時の

措置が「廃棄」であるにもかかわらず条件を満たした場合に「移管」とされた

もの。 

（左横のアラビア数字は基準表の性質区分の番号を表す。） 

 

【共通事項】 

１ 県議会への議案提出等に関する事項 

４ 県議会の議決報告及び会議結果報告に関する事項（県議会主管課に限る。） 

５ 条例の制定又は改廃及びその経緯 

６ 規則の制定又は改廃及びその経緯 

７ 訓令の制定又は改廃及びその経緯 

８ 公示の制定又は改廃及びその経緯 

９ 要綱等の制定又は改廃及びその経緯（他の項に該当するものを除く。）（た

だし、内部事務に関する行政文書ファイル等については、廃棄とする。） 

１０ 通達又は依命通達の制定又は改廃及びその経緯（ただし、内部事務に関

する行政文書ファイル等については、廃棄とする。） 

１１ 県行政又は事業に関する計画又は方針の策定又は改廃及びその経緯（他

の項に該当する事項を除く。）（ただし、議会の議決が必要な計画、計画

期間が５年以上の計画及び法令、条例等により策定が義務づけられてい

る計画に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

１２ 県行政又は事業に関する計画又は方針の進行管理及び評価に関する事項）

（ただし、議会の議決が必要な計画、計画期間が５年以上の計画及び法

令、条例等により策定が義務づけられている計画に関する行政文書ファ

イル等については、移管とする。） 

１３ 国の施策等に関する分析及び提案に関する事項 

１４ 複数の実施機関による申合せ及びその経緯 

１５ 他の実施機関に対して示す基準の設定及びその経緯 

１６ 他の地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 

１７ 法令に基づく他の地方公共団体に対する勧告及びその経緯 

１８ 法令に基づく他の地方公共団体に対する協議又は同意及びその経緯（た

だし、財産権の移転を伴うものに関する行政文書ファイル等については、

移管とする。） 

１９ 法令に基づく他の地方公共団体に対する届出、通知、報告、資料の提出

要求等及びその経緯（ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与え

た事件に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

２０ 許可、認可、免許、承認等の行政処分の記録に関する事項 
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２１ 許可、認可、免許、承認等の行政処分の審査基準、処分基準、行政指導

指針及び標準処理期間の設定及びその経緯 

２４ 地域の指定、維持管理又は解除の基準の決定及びその経緯 

２５ 地域の指定等の記録に関する事項（５８に該当するものを除く。） 

２６ 地域の指定又は解除の決定及びその経緯 

３６ 行政代執行の決定及びその経緯 

３７ 補助金、助成金、交付金、奨励金等の交付等の記録に関する事項 

３８ 補助金、助成金、交付金、奨励金等の制度の創設、変更又は廃止の決定

及びその経緯 

４０ 貸付金等の制度の創設、変更又は廃止の決定及びその経緯 

４１ 貸付金の貸付決定及びその経緯（債権の管理を含む。）（ただし、県政、

県民生活等に大きな影響を与えた案件（例えば貸付金額 1 億円以上に係

るもの）に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

４２ 貸付金の記録に関する事項 

４３ 出資の決定及びその経緯（ただし、県の出資比率が５０パーセントを超

えるものに関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

４４ 債権等権利の放棄の決定及びその経緯（他の項に属するものを除く。）（た

だし、私債権の放棄に係るものに関する行政文書ファイル等については、

移管とする。） 

４５ 不服申立てに関する裁決又は決定（審議会等における検討等を含む。）及

びその経緯（ただし、不服申立てが取り下げられた場合に関する行政文

書ファイル等については、廃棄とする。） 

４６ 応訴及びその経緯 

４７ 訴訟の提起及びその経緯 

４９ あっせん事件の処理及びその経緯 

５０ 仲裁判断及びその経緯 

５２ 公共事業の事業計画の策定又は改廃及びその経緯（ただし、重要構造物

等に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

５３ 公共工事の実施に関する事項（重要な構造物等を含む場合に限る。）（重

要構造物等に関する行政文書ファイル等は、移管とする。） 

５４ 公共工事の進行管理及び評価に関する事項（ただし、重要構造物等に関

する行政文書ファイル等は、移管とする。） 

５５ 公共事業に係る測量、調査、設計等に関する事項（ただし、重要構造物

等に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

５８ 公共工事等により整備された施設の管理に関する事項 

５９ 公共工事等により整備された施設の維持管理事業計画に関する事項 
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６３ 国直轄事業の計画及び実施又は廃止の決定及びその経緯（ただし、計画

決定の日から３０年を経過してもなお事業が完了又は廃止していないも

のに関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

６９ 研究結果、研究成果に関する事項 

７１ 事務又は事業の実施の記録（他の項に該当する事項を除く。） 

７３ 栄典に関する事項（ただし、選考又は決定に関する行政文書ファイル等

については、移管とする。） 

７４ 県の表彰制度の創設又は改廃及びその経緯 

７５ 県の特に重要な表彰（県民栄誉賞、特別県民栄誉賞に限る。）に関する事

項 

７８ 行幸啓（お成りを含む。）への対応（皇室主管課に限る。） 

８４ 統計調査等資料の収集に関する事項（他の項に該当するものを除く。）（周

期統計調査を除く。）（ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与え

た統計調査等資料に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

８４-２ 統計調査等資料の収集に関する事項（他の項に該当するものを

除く。）（周期統計調査に限る。）（ただし、その後の政策立案等に大きな

影響を与えた統計調査等資料に関する行政文書ファイル等については、

移管とする。） 

９０ 委員会、審議会、協議会その他の外部委員を含む委員で構成される会議

の設置、諮問事項に関する決定又は了解及びその経緯（他の項に属する

ものを除く。）（ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与えた案件

に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

９２ 組織又は定員（権限の委任又は配分に関する事項を含む。）に関する事項

（人事主管課に限る。） 

９５ 職員の採用計画の決定に関する文書（人事主管課に限る。） 

１００ 市町村への権限移譲に関する事項 

１０１ 人事評価及び人事異動に関する事項（人事主管課に限る。）（ただし、部

長以上の人事に関する行政文書ファイル等については、移管とする。） 

１２４ 事務引継に関する事項（ただし、部長以上の者に関する行政文書ファイ

ル等については、移管とする。） 

１３２ 予算査定資料に関する事項（財政主管課に限る。） 

１３３ 予算の編成に関する事項（財政主管課に限る。） 

１３４ 予算の執行に関する事項（財政主管課に限る。） 

１３５ 予算の配当に関する事項（財政主管課に限る。） 

１３８ 決算の認定議案の議決に関する事項 

１４０ 起債に関する事項（財政主管課に限る。） 
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１４２ 予算繰越に関する事項（財政主管課に限る。） 

１８４ 用地等の買収の決定及びその経緯（他の項に該当するものを除く。） 

１８７ 用地取得に伴う登記の記録に関する事項 

１８９ 用地等の強制取得及び使用に関する事項 

１９１ 財産台帳等財産の管理に関する事項 

１９２ 財産の管理（境界確定に限る。）に関する事項 

１９４ 財産の管理（所管換え、所属替え、用途廃止又は用途変更、改築、取り

壊し、借受に関する事項に限る。）に関する事項 

１９６ 財産の処分（譲与又は交換に限る。）に関する事項（不動産以外の財産

であって、重要な構造物等に該当しないものを除く。）（ただし、不動産

以外の財産であって、重要な構造物等に該当しないものに関する行政文

書ファイル等については、廃棄とする。） 

１９６-２ 財産の処分（譲与又は交換に限る。）に関する事項（不動産以外

の財産であって、重要な構造物等に該当しないものに限る。）（ただし、

不動産以外の財産であって、重要な構造物等に該当しないものに関する

行政文書ファイル等については、廃棄とする。） 

１９７ 財産の処分に関する事項（１９６の項に該当するものを除く。） 

２１１ 行政文書ファイル等の移管又は廃棄の管理に関する事項 

２１２ 公印の管理等に関する事項 

２２９ 地方独立行政法人に関する事項 

２３０ 県の出資団体（県の出資比率が５０パーセント以上の団体に限る。２３

１の項及び２３２の項において同じ。）に関する事項 

２３６ 県が加入する一部事務組合等に関する事項 

２４０ 寄附採（受)納に関する事項（不動産に限る。） 

２４７ 法定受託事務の実施に関する事項 

２５４ 指定管理者制度に関する事項 

２６２ 危機への対応に関する事項（関係機関及び他団体に対する支援に関する

ものに限る。） 

２６３ 危機及び災害への対応に関する事項 

２６４ 各種全国大会に関する事項 

 

 

【個別事項】 

１ 危機管理に関する事項 

２ 財政資料の作成及び公表に関する事項 

３ 地方財政状況調査（決算統計）等に関する事項 
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２１ 犯則調査（ただし、告発による訴訟に至った行政文書ファイル等につい

ては、移管とする。） 

２６ 方法書段階の手続に関する事項 

２７ 準備書段階の手続に関する事項 

２８ 評価書段階の手続に関する事項 

２９ 事後調査の手続に関する事項 

３０ 公共事業等環境配慮システムに係る手続に関する事項 

３１ 公害調停手続きに関する事項 

３２ 環境保全協定に関する事項 

３３ 三角地区の採石場の終掘に関する事項 

３４ レッドデータブック及びレッドリストに関する事項 

３５ ふるさと熊本の樹木の登録に関する事項 

３６ 公共関与推進に関する他の地方公共団体等との協定締結 

３７ 女性人材の情報の記録に関する事項 

４８ 立地協定に関する事項 

５０ 工業団地整備に関する事項 

５２ 県営土地改良事業計画に関する事項 

５４ 換地処分に関する事項 

６１ 工事の施工及び委託業務の実施に関する事項 

６２ 道路の管理に関する事項 

１１０ 管理規程の制定又は改廃及びその経緯 

１１１ 地方公営企業等の労働関係に関する事項 

１２０ 荒瀬ダム撤去及び関連工事に関する事項 

１２１ 法令に基づく国及び他の地方公共団体に対する許可、認可、免許、承認

等の申請 

１２２ 関係機関等との協議及び同意に関する事項 

 

【その他の事項】 

１ 歴史的に重要な政策に関する事項であって、社会的に影響が大きく、そ

の教訓が将来に生かされると知事が別に定めるもの 

 

 


